
 プレスリリース                  北水会グループ  
 

 

 ２５００名を超える職員の⽣活不安に⼀⼿ 

「インフレ特別⼿当」を全職種、 
正職員・⾮常勤職員すべてに⽀給 

 

【 ⽬的 】 

全国的な物価⾼騰による⽣活不安に対し、北⽔会グループ事業を⽀える全職員
の「⽣活⽀援」を⽬的としている。 
 

【 経緯 】 

記録的な円安や原材料価格の⾼騰を背景に、電気代や⾷品の値上げが続いてお
り、家計を圧迫している。この急激な物価上昇により、職員の暮らしも⼤きな
影響を受けており、⽣活の負担感が増してきている。 
 
 

インフレ特別手当について 
１．支給額  ▶ 正職員            ５万円 

              ▶ 非常勤職員（社会保険加入者） ２万円 

       ▶ 非常勤職員（社会保険未加入者）１万円 
 
２．支給の対象者  下記支給日に就労している職員 
 
３．支給日   令和４年 12月 20 日（火）より 
        令和５年 １月 13日（金）まで（団体により支給日が異なる） 
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